
１．中小企業者とは①又は②をいいます。

　①中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号。以下「法」という。）第２条第１項第１号に規定するもの

　②法第２条第１項第１号の２に規定するもの

　○資本金・従業員のどちらかの要件を満たしていれば中小企業者に含まれます。

　○常時使用する従業員について

・事業主、法人の役員、事業主と生計を一にしている三親等内（有給であっても）の親族の方は「常時使用する従

業員」に含まれません。

・臨時雇の従業員（パート・アルバイト）であっても、経営上不可欠な方（年間営業日数の半数以上就労している

等）は「常時使用する従業員」の範囲に含まれます。

　③法第２条第１項第３号に規定するもの

２．小規模企業者とは

　　中小企業基本法第２条第５項に規定するもの

　○常時使用する従業員について

・事業主、法人の役員、事業主と生計を一にしている三親等内（有給であっても）の親族の方は「常時使用する従

業員」に含まれません。

・臨時雇の従業員（パート・アルバイト）であっても、経営上不可欠な方（年間営業日数の半数以上就労している

等）は「常時使用する従業員」の範囲に含まれます。

３．協同組合等とは

　　以下に掲げる協同組合とする

４．農林漁業、金融保険業等（一部を除く）信用保証協会の保証対象とならない業種は融資対象者になりません。

５．融資利率等は、平成１６年４月１日現在のものです。

常時使用する従業員資本金または出資金業　　種

　５０人以下５，０００万円以下小 売 業
１００人以下５，０００万円以下サ ー ビ ス 業
１００人以下１億円以下卸 売 業
３００人以下３億円以下そ の 他 の 業 種

常時使用する従業員資本金または出資金業　　　　　　種

９００人以下３億円以下
ゴム製品製造業（自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業な
らびに工業用ベルトを除く）

３００人以下３億円以下ソフトウェア業・情報処理サービス業

２００人以下５，０００万円以下旅　　館　　業

常時使用する従業員業　　種

５人以下商業・サービス業
２０人以下そ の 他 の 業 種

根　　　拠　　　法組 合 の 種 類

中小企業等協同組合法事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合

中小企業団体の組織に関する法律協業組合、商工組合

商店街振興組合法商店街振興組合

生活衛生関係営業の運営の適正化に関する法律生活衛生同業組合

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律酒類業組合（酒造組合、酒販組合等）

常時使用する従業員資本金または出資金業　　種

３００人以下－医業を主たる業とする法人

平 成 16 年 度�

中小企業金融のしおり�

滋賀県商工観光労働部�

【ご 案 内】
　滋賀県では、本県における中小企業の経営合理化や新事業の創出などを一層支援するため、

滋賀県信用保証協会および大津商工会議所と共同で「コラボしが２１」の整備を進めています。

　コラボしが２１には、県内の商工業団体や金融機関の融資相談窓口が集まりますので、あち

こち移動することなく、ワンストップサービスによる融資相談や経営相談を受けることがで

きます。

　たくましい経済県づくりのシンボルセンター、コラボしが２１は９月頃オープンの予定です。

《コラボしが２１のフロア構成》

大津商工会議所９Ｆ

滋賀県信用保証協会
８Ｆ
７Ｆ

滋賀県労働者福祉協議会、滋賀県勤労者住宅生活協同組合、滋賀県勤労者福祉協会、
滋賀県勤労者互助会連合会、労働福祉セミナー室、労働相談室、
びわこビジターズビューロー、滋賀県社会保険労務士会

６Ｆ

滋賀経済産業協会、滋賀経済同友会、滋賀県商工会連合会、滋賀県商工会議所連合会、
滋賀県中小企業団体中央会、滋賀県火災共済協同組合

５Ｆ

インキュベーション施設（起業準備オフィス１０ブース、起業オフィス１３室）
滋賀銀行・びわこ銀行融資相談窓口、時事通信社大津支局、中小企業診断協会滋賀県支部

４Ｆ

大会議室、中会議室、ＩＴ研修室、ミーティングルーム３Ｆ

インフォメーションセンター、滋賀県産業支援プラザ、産学官連携サロン２Ｆ

情報資料室、ＩＴサロン、展示ギャラリー、交流サロン、カフェレストラン１Ｆ

詳細については、滋賀県商工観光労働部商工観光政策課までお問い合わせください。
（℡　０７７－５２８－３７１４）　　　　



古紙配合率100％�
白色度70％再生紙を使用しています�

政府系金融機関

中小企業金融のご相談は取扱金融機関

滋賀県産業支援プラザ

　滋賀県産業支援プラザは、「中小企業支援法」に基づく県域の中小企業支援センターとして、また、「新事業創出促進法」に基
づく中核的支援機関として、県内のベンチャー企業や経営の革新を図ろうとする企業、これから事業を起こそうとする方に
対して「企業のやる気を応援する」をキャッチフレーズに、行政機関や大学、経済団体、金融機関とも連携しながら総合的・一
体的な支援を行うために滋賀県などが設立した公益法人です。

（業務内容）

◇小規模企業者等設備導入資金助成事業
　　創業者や小規模事業者等が行う設備投資を、次の両制度で支援します。
　　・設備貸与制度………企業の方が計画されている設備を代わって購入し、割賦販売あるいは設備リースします。
　　・設備資金貸付制度………企業の方が必要とされている設備資金の２分の１以内を無利子で融資を行います。
◇創造的中小企業創出支援事業
　　ベンチャー企業等に対してプラザが１０，０００千円を限度として株式及び社債を持つことにより、資金調達をサポートします。
◇めきき・しが（事業可能性評価）
　　新技術や新サービスなどの、新しい事業プランの可能性を評価する「めきき・しが」（事業可能性評価）を行っています。
◇窓口相談・専門家派遣事業
　中小企業者の皆様が抱えるあらゆる悩みに１ヶ所で、総合的にお答えする相談窓口を設置しております。また、中小企業
が抱える技術・特許・販路開拓などの様々な課題に対し、要請に基づき実績ある専門家を派遣して適切な解決を図るため
「専門家派遣事業」も実施しています。
◇技術支援事業
　中小企業の方の様々な技術課題等の解決や技術振興を図るため、各種の情報提供、産学官交流、研究開発の推進、ＩＳＯ推進、
技術人材等の育成を通じ総合的な技術支援を行います。

詳細については、産業支援プラザ（@０７７‐５２５‐７５７３）までお尋ねください。

　中小振興資金融資制度は下
記金融機関の県内本・支店で
取り扱っております。

滋 賀 銀 行
び わ こ 銀 行
大 垣 共 立 銀 行
京 都 銀 行
彦 根 信 用 金 庫
長 浜 信 用 金 庫
近江八幡信用金庫
湖 東 信 用 金 庫
京 都 信 用 金 庫
京都中央信用金庫
滋賀県信用組合
滋賀県民信用組合
京 滋 信 用 組 合
近畿産業信用組合
商工組合中央金庫

　なお、一部信用組合では取
り扱っていない資金がありま
すので、申込先等にお尋ねく
ださい。

　詳細につきましては下記にご相談下さい（数字は表中の資金名の番号を指します）　
滋賀県商工観光労働部　大津市京町４丁目１－１（商工労働会館）
　商工観光政策課　@（０７７）５２８‐３７１４　制度全般および①～⑬
　中小企業振興課　@（０７７）５２８‐３７３１　Uおよび⑪における経営革新に関する計画の承認
　新産業振興課　@（０７７）５２８‐３７９１　⑮および⑪における経営革新に関する計画の承認
　労政能力開発課　@（０７７）５２８‐３７５１　⑯　
滋賀県琵琶湖環境部　大津市京町４丁目１－１
　エコライフ推進課　新エネルギー推進室　@（０７７）５２８‐３４９３　⑰　
滋賀県健康福祉部　大津市京町４丁目１－１
　健康福祉政策課　@（０７７）５２８‐３５１２　⑱　
◎滋賀県商工会議所連合会　大津市打出浜１－３ @（０７７）５２５‐１１０８
　お申し込みは各商工会議所になります　①②④⑤⑦⑧⑩⑪⑫　（②は通常枠のみ）　
◎滋賀県商工会連合会　大津市京町４丁目１－１（商工労働会館） @（０７７）５２２‐３８４８
　お申し込みは各商工会になります　①②④⑤⑦⑧⑩⑪⑫　（②は通常枠のみ）
　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｉｇａｓｃｉ．ｃｏｍ　
◎滋賀県中小企業団体中央会　大津市京町４丁目１－１（商工労働会館） @（０７７）５２３‐１１６７
　②⑥⑦⑧⑩⑪⑫　（②は通常枠のみ）
　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｕｏｋａｉ‐ｓｈｉｇａ．ｏｒ．ｊｐ／　
◎滋賀県産業支援プラザ　大津市京町４丁目１－１（商工労働会館） @（０７７）５２５‐７５７３
　⑤（新事業創出枠）⑨⑭⑲⑳　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｉｇａｐｌａｚａ．ｏｒ．ｊｐ／　
◎滋賀県信用保証協会　大津市におの浜３丁目１－３７ @（０７７）５２２‐０１５６
　信用保証に関すること全般　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｉｗａ．ｎｅ．ｊｐ／ｃ̃ｇｃ‐ｓｉｇａ／

◎印の各団体については平成１６年９月頃オープン予定の「コラボしが２１」へ移転します。

　政府系金融機関でも中小企業者等に対して各種制度を設け、直接融資を行っておりま
すので各機関にお尋ねください。
中小企業金融公庫　大津支店　大津市末広町１－１（日生ビル） @（０７７）５２４‐３８２５
商工組合中央金庫　大津支店　大津市浜大津１丁目２－２２ @（０７７）５２２‐６７９１
　　　　〃　　　　　彦根支店　彦根市旭町９－３ @（０７４９）２４‐３８３１
国民生活金融公庫　大津支店　大津市浜大津１丁目２－２８ @（０７７）５２４‐１６５６
　　　　〃　　　　　彦根支店　彦根市佐和町１１－３４ @（０７４９）２４‐０２０１

滋賀県信用保証協会保証制度
　信用保証協会は、県内の中小企業の方が、金融機関から資金を
借りたり、手形割引の際に保証人となり中小企業の方の資金調達
力を強め、融資の道を開くなど信用補完を通じて企業の健全な育
成発展を目的とする公的機関です。
１．利用するための要件
　県内に事業の本拠をもち、１年以上継続して同一事業を行っ
ており、所得税、事業税、住民税等公租公課を完納している中
小企業者。

２．保証する種類
　　手形貸付、証書貸付、手形割引、当座貸越
３．保証対象業種
　　次に掲げる業種以外の業種
　農業、林業（素材生産業および素材生産サービス業を除く）、漁
業、金融・保険業（保険媒介代理業および保険サービス業を除く）。
　上記業種以外の中でも保証できない業種がありますのでご注
意ください。（風俗営業飲食業の一部、娯楽業、宗教等）また、
許認可等を必要とする業種については許可・認可等を受けてい
ることが必要です。

４．連帯保証人・担保等
　連帯保証人は、原則１名以上（法人の場合は代表者以外に１
名以上）必要です。担保は必要に応じて徴求します。
（特別小口保証は連帯保証人、担保とも不要。）
５．保証限度額
　中小企業振興資金融資制度およびその他の県の融資制度の保
証限度額は各一覧表の融資額と同じです。短期事業資金（売掛
債権保証枠）のみ９０％の割合保証。これら以外の協会保証制度
の保証限度額はＡ表のとおりです。

６．信用保証料
　保証料は次の計算式で算出します。
∏　一括返済
　保証金額×保証期間（月数）×信用保証料率（Ａ表参照）×１／１２
π　分割返済
　保証金額×分割返済回数別係数（Ｂ表参照）×保証期間（月数）
　×信用保証料率（Ａ表参照）×１／１２

信用保証協会団体信用生命保険制度について

　保証付融資のご利用にあたり、希望される方へのプラスワン
サービスとして平成１６年４月１日の保証申込分から「信用保証協
会団体信用生命保倹」（以下「保証協会団信」といいます。）の取り扱
いを開始することになりました。
　この制度は、信用保証協会の保証付融資を受けられた個人事業
主の方（法人の場合は代表権を有する連帯保証人の方。）がその融
資の債務全額を返済されないうちに「死亡」または「所定の高度障
害」といった不測の事態に陥られた場合に、全国信用保証協会連合
会が生命保険会社から受け取る保険金を金融機関に対する当該債
務に充当するもので、後継者の方にとっての事業の維持安定、ご家
族の安心を図るものです。

保証協会団体信用生命保険制度の概要

加入資格
　保証付融資を受けられる個人事業主または小規模企業法人。
（小規模企業法人とは、常時使用する従業員数（役員・パートは除
く）が３０名（商業・サービス業は１０名）以下の法人をいいます。）

被保険者
　次に該当する方で、加入申込日現在満２０歳以上満６６歳未満の方。
　なお、満７０歳で自動脱退となります。
　①個人事業主の場合は本人
②小規模企業法人の場合は、代表者であって信用保証付融資の
連帯保証人である方。

加入対象融資
　一企業１００万円以上１億円以下。
　ただし、一被保険者に対し、利用限度額は合計で１億円。
貸付形式・融資期間等
　証書貸付に限る。融資期間は１年以上。
　返済方法は分割返済（元金均等・元利均等）で不均等返済は不可。
なお、根保証（当座貸越・事業者カードローン根保証、手形割引根
保証）および一括払いは対象となりません。

（注）　ご利用の場合所定の特約料が必要になります。
また、条件を満たされる方でも保険会社の審査の結果、ご利
用いただけない場合があります。

（Ａ表）　滋賀県等融資制度以外の主な信用保証制度一覧表

信用保証料率（単位％）保証限度額
（単位円）種　　類 割引料率

の 適 用

担保の提供

無担保有担保組合等個人・会社

有１．３５１．２５４億８千万２億８千万
一　
　

般　
　

保　
　

証

有１．３０１．２０４億２億商業手形割引根保証

無０．９５－－
１２５０万（他
種保証の
ないこと）

特別小口保証

無－０．９０４億２億当座貸越根保証
無－０．９０１千万１千万事業者カードローン根保証（有担保）
無１．００－５百万５百万事業者カードローン根保証（無担保）
無－１．００－２億長期経営資金（やくしん）保証
有１．２９１．１９１億５千万公害防止保証

別　

枠　

保　

証

有１．３１１．２１４億２億エネルギー対策保証
有１．３１１．２１４億２億海外投資関係保証
有１．３１１．２１４億２億新事業開拓保証
無０．９６－－－５，０００万円以下無担保
無０．９００．９０４億８千万２億８千万経営安定関連保証
無０．９００．９０

４億８千万２億８千万
経営革新関連保証

有１．２５１．１５うち新事業開拓保険
無－０．８５１億１億売掛債権担保融資保証制度
無０．８５０．７５－４億５千万特定社債保証

（注１）上記信用保証料は平成１６年４月１日現在のものです。
（注２）割引料率の適用が「有」の場合は

①　過去の返済が順調な事業者の方について、０．０５％表示料率よ
り引下げます。
②　上記①のうちで、貸出リスクの小さい事業者の方については、
さらに０．０５％表示料率より引下げます。（①②合計で０．１％）

（注３）当該保証金額を含め保証債務残高が５００万円以下の場合は、基本保
証料率を有担保１．０５％、無担保１．１５％の料率が適用されます。（た
だし、特別小口保証は０．８０％になります。）

割引料率の適用される要件等の概要

割引幅具体的基準割引要件

▲０．０５％条件変更中でなく、過去３年の間に
事故状態や求償権がなかった方

１）過去の返済が順
調であった中小企
業の方

▲０．０５％

中小企業の財務データ等を収集・蓄
積したデータベース（ＣＲＤ）に基づ
いて算出された信用リスクに関する
スコアが９０点以上（個人事業者の場
合は７５点以上）である方

２）上記１）のうち
貸出リスクが小さ
い中小企業の方

（注）ＣＲＤとは、信用保証協会が採用する信用リスク計測の内部格付け
モデルです。

（Ｂ表）　分割返済回数別係数

２５回以上１３回以上２４回以下７回以上１２回以下６回以下分割返済回数

０．５５０．６００．６５０．７０係　数



中小企業振興資金融資制度 （詳細については、各申込先、商工観光政策課または取扱金融機関にお尋ねください。）

融　　　　資　　　　対　　　　象　　　　者資　　金　　使　　途資　　金　　名Ｎｏ．

中小企業者であって、最近２年間の平均純利益が１，５００万円
もの経営の合理化、体質改善を図るために必要な資金

設 備
経 営 合 理 化 資 金１

運 転

中小企業者、協同組合等であって、最近２年間の平均純利益
円以下であるもの

仕入れ、代金決済等に必要な運転資金

通 常 枠

短 期 事 業 資 金２
滋賀県信用保証協会の売掛債権担保融資保証を付けて、事業
達しようとする中小企業者、協同組合等
（売掛債権担保融資保証制度は、中小企業者が有する売掛債権
た融資に対する保証を行うことにより資金調達の円滑化・多様化
を目的として平成１３年１２月に創設された制度です）

売掛債権保証枠

滋賀県産業支援プラザに受注企業として登録している下請中親事業者から下請代金として受け取った手形の割引資金下 請 企 業 振 興 資 金３

従業員２０人（商業、サービス業は５人）以下で、かつ最近
均純利益が７００万円以下の小規模企業者

小規模企業者が、経営の安定、合理化等を図るために必
要な資金

設 備

小規模企業者経営
安 定 資 金
（小規模事業資金）

４
運 転

小規模企業者の年末年始の資金需要に対応する資金（申
込受付期間は、平成１６年１１月１日から平成１７年１月１５日
までです）

年末年始つなぎ

①同一企業に３年以上勤務し、その経験を生かして県内で同一
しようとする者で、県内に引き続き１年以上居住しているもの
②同一企業に３年以上勤務し、その経験を生かして県内で同一
後６か月未満の者で、県内に引き続き１年以上居住しているも

③勤務経験と同一の事業を県内で開始し、開業後６か月以上1
の
④法律に基づく資格を有する者で、その資格を生かして県内で
する者または開業後１年未満のもの

⑤特許法、実用新案、意匠法に基づく設定の登録を受けた者で、
用いて県内で開業しようとする者または開業後１年未満のもの

県内で新たに事業を始めるため（開業前及び開始して１
年未満を含む）に必要な資金

※環境・観光・健康福祉産業を営む者で通常枠に該当する場合
は「１０　特定産業振興資金（開業枠）」が利用できる。

設 備

通 常 枠

開 業
資 金５ 運 転

①事業を営んでいない個人であって、１か月以内に新たに
とする者または開業後１年未満のもの
②事業を営んでいない個人が会社を設立し、２か月以内に新
しようとする者または開業後１年未満のもの
③新たな会社を設立・開業しようとする会社、または会社
され開業後１年未満の会社

設 備
新 事 業
創 出 枠

運 転

協同組合等および中小企業者の組織する会社

組合の強化育成を推進するため、または、所属組合員の
経営の安定を図るために必要な資金

設 備

組織強化育成資金６

運 転

協同組合等であって、最近２年間の平均純利益が１，５００万円以
もの

転 貸 長 期

転 貸 短 期

次のいずれかに該当する中小企業者、協同組合等
１．中小企業信用保険法第２条第３項第５号の規定に基づ
む者で融資申込前おおむね３月の月平均売上高が前年同期
売上高に比して減少しているもの
２．再生手続開始申立等事業者に対して、５０万円以上の売掛
または前渡金返還請求権等を有している者
３．上記事業者との最近６月間の取引額が全取引金額の２０
している者
４．中小企業信用保険法第２条第３項第２号、第３号、第４号、第
または第８号の規定に基づく市町村長の認定を受けたもの
５．知事が別に定める経済環境の悪化要因により、経営の安
を生じている者

不況による売上げ等の減少および取引先の再生手続開始
等に対処して、経営の安定を図るための資金

設 備

経済変動対策資金７

運 転

次のすべてに該当する中小企業者、協同組合等
①中小企業信用保険法第２条第３項第１号から第８号のいず
する者として市町村長の認定を受けた者（セーフティネット保証利用
②保証協会保証付融資（金融安定化特別保証付融資および売
保融資保証付融資を除く）の残高を有し、その借入金の返
窮している者で本資金による借換を行うことで、計画的
り経営の改善が見込まれるもの

既往借入金の返済負担を軽減し、資金繰りを円滑化する
ための資金
（借換対象資金は元本返済が開始された後６か月以上経
過し、かつ遅滞なく返済されているものに限ります）

借 換経営安定借換資金８

３５歳未満の個人であって、あらたに開業しようとする者ま
５年未満の者のうち以下の①～④のいずれかに該当するも
場合は代表者が要件に該当すること）
①大学で達成された研究成果にもとづく特許や新たな技術
手法を事業化する者
②大学や公設試験研究機関との共同研究・共同開発、または、技
とにした事業を行う者
③インキュベーション施設等に入居している者（技術・経営
を備えたもの）
④産業支援プラザの事業可能性評価委員会で、Ａランクの評
者。または、創造法の認定を受けた者で、その計画にも
業を行うもの

［開業資金、特定産業振興資金（開業枠）、滋賀の新しい産業
進資金との併用はできません。］

大学等の研究成果、アイデアを事業化するための設備資
金および運転資金

設 備

若 手 ベ ン チ ャ ー
支 援 資 金
（平成1６年度新設）

９

運 転

申　　込　　先担保・保証融資期間（据置）信用保証料率融資利率（保証なし）融　資　限　度　額

各 商 工 会 議 所 、 各 商 工 会金 融 機 関
所 定

７年（１年）
年０．９２％年１．８％（２．２％）

所要資金の７０％以内で
 ３，０００万円円以下である

５年（６か月）２，０００万円

中 小 企 業 団 体 中 央 会
各 商 工 会 議 所 、 各 商 工 会

金 融 機 関
所 定１年年０．９２％年１．５５％（１．９５％）１，５００万円益が１，５００万

取 扱 金 融 機 関保 証 協 会
保 証 付１年年０．５５％金融機関所定１１，１００万円

業資金を調

権を担保とし
化を図ること

取 扱 金 融 機 関金 融 機 関
所 定割引期間１５０日以内年０．９２％年１．５５％（１．９５％）１，５００万円中小企業者

各 商 工 会 議 所 、 各 商 工 会原則保証協
会 保 証 付

７年（１年）

年０．９２％

年１．７５％（２．１５％）

設備資金、運転資金
あわせて １，５００万円

２年間の平 ５年（６か月）

３年（６か月）２００万円

各 商 工 会 議 所 、 各 商 工 会

保 証 協 会
保 証 付

７年（１年）

年１．７５％
（保証必須）

［開業後６か月以上１年未満のもの］
　設備　所要資金の７０％　
　　　以内で ３，０００万円
　運転 ２，０００万円
［開業前および開業後６月未満のもの］
　所要資金の７０％以内で
　　設備・運転の合計
 １，０００万円
　　運転のみ利用の場合は
 ５００万円

一事業を開始

一事業を開始
るもの
1年未満のも

で開業しようと

、その技術を
の

５年（６か月）

各 商 工 会 議 所 、 各 商 工 会
滋 賀 県 産 業 支 援 プ ラ ザ

７年（１年）

年０．６５％自己資金相当額の範囲内で 
　１，５００万円

に開業しよう

に新たに開業

により設立 ５年（１年）

中 小 企 業 団 体 中 央 会金 融 機 関
所 定

１，０００万円未満７年（１年）
１，０００万円以上１０年（１年）

年０．９２％
年１．７５％（２．１５％）

所要資金の８０％以内で
 ７，０００万円

５年（６か月） ５，０００万円

設備７年（１年）
運転５年（６か月）

 ２億円
 １組合員２，０００万円
　　（設備資金にあっては

所要資金の７０％以内）
円以下である

１年年１．５５％（１．９５％）３，０００万円
１組合員　１，５００万円

中 小 企 業 団 体 中 央 会
各 商 工 会 議 所 、 各 商 工 会

保 証 協 会
保 証 付

１０年（２年）セーフティネット
保証利用の場合
年０．６５％

一般保証利用の
場合
年０．９２％

年１．３％
（保証必須）

中小企業者 ８，０００万円
協同組合等 　８，０００万円
転貸の場合 　１億円
１組合員 　　１，０００万円
なお、左記２、３の場合は、再
生手続開始申立等事業者に
対する関連債権額の範囲内

く業種を営
同期の月平均

掛金債権額

０％以上を有

第６号、第７号

の安定に支障
７年（１年）

中 小 企 業 団 体 中 央 会
各 商 工 会 議 所 、 各 商 工 会

保 証 協 会
保 証 付７年（１年）年０．８５％年１．８％

（保証必須）
２億円

（増額分を含む）

ずれかに該当
用者）
び売掛債権担
の返済負担に
的な返済によ

滋 賀 県 産 業 支 援 プ ラ ザ保 証 協 会
保 証 付

７年（１年）

年０％
（本人負担なし）

年１．３％
（保証必須）

設備資金、運転資金
あわせて １，５００万円

または開業後
もの（法人の

・ビジネス

、技術移転をも

営支援機能

の評価を得た
もとづいて事

業づくり促

５年（１年）



融　　　　資　　　　対　　　　象　　　　者資　　金　　使　　途資　　金　　名Ｎｏ．

別に定める、環境産業、観光産業、健康福祉産業を営む者
観光産業にあっては社団法人びわこビジターズビューロー
ものまたはびわこビジターズビューローに加盟する団体に所
の
県内で新たに事業を開始しようとする者（開業後１年を経過
い者を含む）にあっては、次のいずれかに該当するもの
１．ú滋賀県産業支援プラザの実施する事業可能性評価委員
ンクの評価を得た者
２．同一企業に３年以上勤務し、その経験を生かして県内で
開始しようとする者で、県内に引き続き１年以上居住して

３．同一企業に３年以上勤務し、その経験を生かして県内
を開始後６か月未満の者で、県内に引き続き１年以上居住
もの
４．勤務経験と同一の事業を県内で開始し、開業後６か月
満のもの
５．法律に基づく資格を有する者で、その資格を生かして県
しようとする者または開業後１年未満のもの
６．特許法、実用新案、意匠法に基づく設定の登録を受けた者
術を用いて県内で開業しようとする者または開業後１年未

環境産業、観光産業、健康福祉産業に取り組む中小企業
者等が経営の合理化、体質改善を図るために必要な資金

設 備
環 境 産 業
振 興 資 金

特

定

産

業

振

興

資

金

１０

運 転

設 備
観 光 産 業
振 興 資 金

運 転

設 備
健康福祉産業
振 興 資 金

運 転

中小企業経営革新支援法に基づき経営革新に関する計画の承
てその計画を実施する中小企業者等（計画の承認を受けて
上の審査により融資が受けられないことがあります）

中小企業者等が、新商品の開発または生産、新役務の開
発または堤供、商品の新たな生産または販売方式の導入、
役務の新たな提供の方式の導入その他新たな事業活動を
行うことにより、その経営の相当程度の向上を図るに際
して必要な資金

経 営 革 新 支 援 資 金１１

次のいずれかに該当する中小小売業者、サービス業者、事
業組合
①中心市街地活性化法の規定に基づき、市町村が作成する基
定められた中心市街地内で、この資金の活用によって中心
活性化が図られると認められる者
②大規模小売店舗の衰退により、空洞化が進みつつある中心
で、この資金の活用によって中心市街地の活性化が図ら
られる者

中心市街地の衰退や大規模小売店の撤退等により影響を
受ける中小小売業者等が経営の安定を図るために必要な
資金

設 備

中心市街地活性化
対 策 資 金１２

運 転

（市町村制度）（詳細については、各市町村商工担当課にお尋ねください。）

融　　　　資　　　　対　　　　象　　　　者資　　金　　使　　途資　　金　　名No.

従業員２０人（商業、サービス業は５人）以下の小規模企業者事業運営に必要な小口の資金
設 備市町村小規模企業

者 小 口 簡 易 資 金１３
運 転

小規模企業者等設備導入・中小企業高度化事業関係制度 　（詳細については、各申込先にお尋ね

対　　　制　　度　　の　　内　　容制　　度　　名Ｎｏ．

原則として県内に主たる工場
人以下（商業サービス業は５人
１月（会社設立の場合は２月）
（その他制約がありますので申

小規模企業者等設備等導入資金助成法に基づいて県内小規模企業者等の必要とする機
械等設備資金を貸付ける小規模企業者等設備資金貸付１９

滋賀県産業支援プラザが小規模企業者等に代わって、設備を購入し所有権留保付き割
賦販売の方法で貸与する

小 規 模 企 業 者 等 設 備 貸 与２０
滋賀県産業支援プラザが小規模企業者等に設備をリースする

中小企業者を構成員とする事業
街振興組合、公益法人、合併・出資

同業種・関連業種が互いに協力して、共同の力で工場・店舗等の集団化等を推進する
ための所要資金を貸付ける中 小 企 業 高 度 化 資 金２１

その他の県の融資制度 　（詳細については、各申込先にお尋ねください。）

融資限度額融　　資　　対　　象　　者資　　金　　使　　途資　金　名Ｎｏ．

所要資金の８０％以内で
中小企業者　　２億円
協同組合等　　４億円

中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨
時措置法に基づく認定を受けた中小企業者、協
同組合等

新規性を有する技術・ノウハウの研究開発および事業化に要
する資金

滋賀の新しい産業づ
く り 促 進 資 金１４

２億円
（ただし対象経費の

６０％以内

融資対象地域内において、新たに１，０００fl以上
の土地を取得（賃借を含む）し、工場・研究所を
建設する中小企業者および協同組合
○業種：製造業（日本標準産業分類中分類９～３２）

県内において新たに土地を取得（賃借を含む）し、工場また
は研究所を建設することに要する資金

滋 賀 県 産 業 立 地
促 進 資 金１５

所要資金の８０％以内で
　　　３，０００万

県内に主たる事業所を有し、１年以上現事業を
営んでいる中小企業者および協同組合等

従業員のための保健衛生、体育文化その他福利厚生施設の整
備改善資金ゆ と り 創 造 資 金１６

所要資金の８０％以内で
　　３，０００万

県内に工場または事業所等を有し、かつ貸付対
象施設等の設置または貸付対象事業の実施を
県内で行い、１年以上同一事業を営んでいる中
小企業者

公害防止施設、産業廃棄物の中間処理施設、指定物質特定物
質等排出抑制施設、フロン等代替・回収・破壊装置、低公害
車の購入、低公害車用燃料供給施設、ＩＳＯ１４００１認定取得に
必要な資金

淡海環境創造資金１７

１施設当たり
　４，０００万

公益的施設等の新築もしくは既存公益的施設
等の改修を行う民間事業者

滋賀県住みよい福祉のまちづくり条例に基づき高齢者や障害者、妊
産婦など、誰もが使いやすいように建築物等の駐車場、出入口、廊下、
トイレ、エレベーター等を整備改善するのに必要な資金

公 益 的 施 設 等
整 備 資 金１８

申　　込　　先担保・保証融資期間（据置）信用保証料率融資利率（保証なし）融　資　限　度　額

中 小 企 業 団 体 中 央 会
各 商 工 会 議 所 、 各 商 工 会

【通常枠】
金 融 機 関
所　 　 定
【開業枠】
保 証 協 会
保　 証　 付

【通常枠】
設備：１０年（２年）
運転：５年（１年）
【開業枠】

設備：７年（１年）
運転：５年（１年）

年０．９２％
年１．５５％

〈保証あり・なしとも〉
（開業枠は保証必須）

［通常枠］
設備・運転の合計
　所要資金の８０％以内で１
億円（観光産業にあっては
２億円）　
　運転のみ利用の場合は

２，０００万円
［開業枠］
　設備・運転の合計
　所要資金の８０％以内で

２，０００万円
　運転のみ利用の場合は

１，０００万円

ーに加盟する
に所属するも

過していな

員会でＡラ

で同一事業を
ているもの
内で同一事業
住している

月以上１年未

て県内で開業

た者でその技
未満のもの

中 小 企 業 団 体 中 央 会
各 商 工 会 議 所 、 各 商 工 会

金 融 機 関
所 定１０年（２年）年０．６５％年１．５５％

〈保証あり・なしとも〉

所要資金の８０％以内で、
　中小企業者２億円
　協同組合等４億円

の承認を受け
ていても金融

中 小 企 業 団 体 中 央 会
各 商 工 会 議 所 、 各 商 工 会

金 融 機 関
所 定

７年（１年）

年０．９２％年１．７５％
〈保証あり・なしとも〉

所要資金の７０％以内で
２，０００万円

業組合、企

る基本計画で
中心市街地の

中心市街地内
られると認め ５年（６か月）１，０００万円

申　　込　　先担保・保証融 資 期 間信用保証料率融資利率（保証なし）融　資　限　度　額

各 市 町 村 商 工 担 当 課
（各商工会議所、各商工会）

保 証 協 会
保 証 付

７年
年０．９２％年１．８％

（保証必須）７５０万円者
５年

ねください。）

申　　込　　先貸　付　期　間利　　率　　等貸付限度額　象　　　者

滋 賀 県 産 業 支 援 プ ラ ザ

７年（公害防止設備１２年）無利子５０万円～４，０００万円
（申込設備金額の１／２以内）場、事業所を所有している従業員２０

人以下）の小規模企業者等（創業前
）以内の者を含む。）
申込先にお尋ねください。）

７年（公害防止設備１２年）割賦損料年２．６０％
１００万円～６，０００万円

３年～７年月額リース料率
２．９９３％～１．３９８％

中 小 企 業 振 興 課１０年～２０年別に定める利率による所要資金の８０％～９０％業協同組合、商工組合、協業組合、商店
資会社等

申　　込　　先取扱金融機関担保・保証融資期間信用保証料率融資利率

滋 賀 県 産 業 支 援 プ ラ ザ

商工中金、滋賀銀行、びわこ銀行、大垣共立銀
行、京都銀行、信用金庫（彦根、長浜、近江八幡、
湖東、京都、京都中央）
信用組合（滋賀県、滋賀県民、京滋、近畿産業）

保証協会保証付１０年（２年）

有担保保証　０．９０％
無担保保証　１．００％
割引料率の適用があります。
７，０００万円以下無担保　０．６５％
２，０００万円以下無担保無保証人　１．００％

年１．３％
で
円
円

要件確認申請（新産業振興課）
融 資 申 込（取扱金融機関）

商工中金、滋賀銀行、びわこ銀行、信用金庫
（彦根、長浜、近江八幡、湖東、京都）
信用組合（滋賀県、滋賀県民、京滋、近畿産業）

金 融 機 関 所 定

１０年（２年）有担保保証　０．９５％
割引料率の適用があります。

年１．６５％
（保証あり・なしとも）内）

取 扱 金 融 機 関
（お問い合わせ先

労政能力開発課）

商工中金、滋賀銀行、びわこ銀行、京都銀行、
信用金庫（彦根、長浜、近江八幡、湖東、京都）、
信用組合（滋賀県、滋賀県民、京滋、近畿産業）、
近畿労働金庫

７年（１年）
有担保保証　１．２５％
無担保保証　１．３５％
割引料率の適用があります。

年２．２％
（信用保証協会
保証付１．８％）

で
万円

各地域振興局環境課（湖南地域
振興局は、環境森林整備課）
エコライフ推進課新エネルギー推進室

商工中金、滋賀銀行、びわこ銀行
信用金庫（彦根、長浜、近江八幡、湖東、京都、京
都中央）
信用組合（滋賀県）

１０年（１年）
有担保保証　１．１９％
無担保保証　１．２９％
割引料率の適用があります。

別に定める利率
による

で
万円

健 康 福 祉 政 策 課
滋賀銀行、びわこ銀行
信用金庫（彦根、長浜、近江八幡、湖東）
信用組合（滋賀県）

１０年（１年）
有担保保証　１．２５％
無担保保証　１．３５％
割引料率の適用があります。

無利子～３％万円


